
仕 様 書 
 
 
１ 適用範囲 

本仕様書は、陸上自衛隊が部外技能訓練「宅地建物取引士」を教育委託すること
について適用する。 

 
２ 部外技能訓練「宅地建物取引士」に関する要求 
 (１) 通学制教育 
 (２) 到達目標 
      宅地建物取引士課程を終了し、国家試験に合格するための養成訓練 
 (３) 受講期間等 
    ア 令和３年８月１９日（木）～同年１０月７日（木） 
  イ 上記期間中、土日祝祭日を除く３４日間（６時間／日）合計２０４時間とし、

細部日程は官側との協議による。 
 (４) 教育者 

講師は、「宅地建物取引士」の有資格者であり、講師としての実務経験のある
者 

 (５) 受講人員 
      陸上自衛官５名 
 (６) 教育場所 
      委託業者が準備する。 
 (７) 教育日程 

管理する委託業者と官側は教育実施に関し事前に教育日程・内容等について協
議し、委託業者は教育日程表を提出すること。 

  
３ 管理事項 
 (１) 北熊本駐屯地から受講場所までの受講者の移動は、公共のバス等を利用して各

個で移動する。 
 (２) 受講者の昼食は官側で準備する。喫食場所は委託業者が準備する。 
 (３) 教育受講中の心得等については、官側で事前に配布すること。 
 (４) 教育実施に必要な管理費及び教材、消耗品については、委託業者負担とする。 
 
４ 検 査 
    「模擬試験等」の実施結果の通知及び終了報告書の確認により実施する。 
 
５ その他 
 (１) 細部不明な点は、係官に指示させる。 
 (２) 管理する委託業者と官側で問題が生起した場合は相互に協議して解決する。 
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